
令和４年１月定例教育委員会 会議録

1 開催期日 令和４年１月２６日（水）

開会 午後 １時２７分

閉会 午後 ３時１１分

２ 開催場所 穴水町役場 ２階 ２０１会議室

３ 出席者名 教育長 布 施 東 雄

委 員(教育長職務代理者) 大 家 志 夫

委 員 不二井 悟 史

委 員 北 川 えい子

委 員 小 林 由紀子

局 長 樋 爪 友 一

局参事 馬 渡 竹 志

次 長 朝 倉 恵 子

４ 議 件

議案第１号 障害等のため教育上特別の支援を要する者について(答申)
報告第１号 令和３年度 穴水町通学路交通安全プログラムの実施について

報告第２号 令和３年度 穴水町立小・中学校の卒業式について

協議第１号 区域外就学について

５ 議事の経過について

事務局の進行により、教育長から、新型コロナウイルス感染症のまん延防止等重点措置についての報

告、新年互礼会の報告、成人式の報告、町スポーツ賞表彰式についての報告、臨時校長協議会についての

報告があり、前会議録の承認を得た後、会議録署名員に大家委員及び小林委員を指名し、承認されました。

審議に入り、議案第１号並びに報告第１号及び第２号並びに協議第１号について説明があり、質疑応答

が行われ、了承及び承認並びに決定されました。

次に、２月の定例教育委員会の開催期日を２月２１日（月）午前１０時と決め、閉会しました。

＊ 主な質疑・応答等について



１月 定例教育委員会議事録

－ 教育長報告 －

降り積もった雪が小康状態になり、結構消えました。石川県が、新型コロナウイルス感染症のまん延

防止等重点措置を明日から講じます。

１月４日に、新年互礼会が新しいホールで行われました。

１月９日に、成人式を行いましたが、急なコロナ対策として、穴水町の成人者全員の実家へ検査キッ

トを送付いたしました。８日に自分で検査をして、発熱等があった場合は参加を見合わせてくださいと

いう文書を送付いたしました。成人式には事前に申し込んだ成人者が全て参加いたしました。その後、

特に何もありませんでしたので、良かったなと思いましたし、成人式そのものは式典のみで、トータル

の時間でいうと４０分程で全てが終わり解散となりました。その後、町へ出てどのような行動をとった

かまではわかりませんが、未だ関連したことは起っておりませんので、無事に終わったかという思いで

います。

１月１６日に、町スポーツ賞の表彰式と功労者表彰がホールで行われました。やっぱり穴水は相撲の

町だなと思ったのですが、小中学校時代から相撲を取っていた子ども達が、今、大学生と高校生にいま

す。金沢学院大学へ行っている瀬戸太陽くんと土井敢太くんですが、全国的に団体戦等で随分良い成績

を収めており表彰をされましたし、高等学校へ行っている大森康弘くんがインターハイや金沢大会で個

人２位で表彰されました。大森くんは小学校時代しか覚えていませんでしたが、体が大谷選手のように

筋肉に変わっていまして、鍛錬の成果かと思いますが立派な体になって今後がたいへん楽しみな選手に

なっていました。

１月２５日、昨日ですが、まん延防止等重点措置も含めて学校の対応を改めて協議するために臨時校

長協議会を開きました。学校の対応として、できるだけクラスターを出さないように、家庭で、朝、ち

ょっと熱があるなという時には無理して登校させないような措置をとってほしいというのがお願いでご

ざいます。町外の学校や保育所ではクラスターが出ているような状況も聞きますので、たいへん心配で

す。中学３年生につきましては、万が一、学校に陽性者が出た段階で、タブレットを自宅に持ち帰り勉

強をしようという対応をしようということになっています。 以上です。

（途中省略）

－ 議事 －

事 務 局 長 議案第１号「障害のため教育上特別の支援を要する者について（答申）」説明



（途中省略）

朝 倉 次 長 （詳細説明）

教 育 長 （途中省略）

包括支援センターも開設され、子どものみならず母親への支援もするよう話しています。学校

も支援員が１クラスずつに配置している状態で、穴水町はたいへん手厚い支援を行っている

と思います。

（途中省略）

教 育 長 では、議案第１号ですが、よろしいでしょうか。

お認めいただければと思います。

続いて、報告第１号を、お願いいたします。

事 務 局 長 報告第１号「穴水町通学路交通安全プログラムの実施について」説明

教 育 長 以上のところで何かございますでしょうか。

大 家 委 員 向洋小学校の下の海側のところですが、バス停を拡充しているというか、田んぼを埋め立てて

いますが、何の工事でしょうか。

不二井委員 要望があって、バス停を広くしています。

（途中省略）

教 育 長 その他ございませんか。

全 員 ありません。

教 育 長 では、第２号をお願いいたします。

事 務 局 長 報告第２号「令和３年度 穴水町立小中学校の卒業式について」説明

卒業式の対応ですが、ここ２年間は新型コロナウイルス感染症の感染の影響で規模を縮小さ

せていただいています。来賓についても制限ということで、基本的には町長、教育長、PTA会
長のみの来賓とさせていただいております。現在もそのような状況下でありますので、これま

でどおりの新型コロナウイルス感染症の対応策を徹底するという意味合いで、これまでの卒

業式の対応に準じたかたちで行わせていただければと思っていますので、また、ご意見等をい

ただければと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。



大 家 委 員 これでよいと思います。

不二井委員 先ほど速報で５００人と意っていました。

（途中省略）

教 育 長 告辞は印刷でということですが、皆さん、よろしいでしょうか。

全 員 はい。

教 育 長 そこで、昨日、「６年生を送る会」をどうするかということが出たのですが、あれだけは

させてほしいということでした。

（途中省略）

教 育 長 では、続いて協議第１号をお願いいたします。

事 務 局 長 協議第１号「区域外就学について」説明

（途中省略）

教 育 長 では、ご承認方、よろしくお願いいたします。

それでは、その他です。

１番目に「いじめ・不登校について」です。

朝 倉 次 長 （詳細説明）

教 育 長 何かご意見、ご質問等ございませんか。

（途中省略）

教 育 長 よろしいでしょうか。

全 員 はい。

教 育 長 では、その他をお願いいたします。

事 務 局 長 教育長が冒頭で新型コロナウイルス感染症の感染対策をお話されましたが、昨日の臨時校長

協議会で決定しましたことをお知らせいたします。

まず、基本的な感染対策ということで、ご家庭では子どもの日々の体調管理をお願いしたいで



す。マスクの着用、手指消毒、手洗いの徹底等ですが、明日、各学校から感染対策をお願いす

る文書を発出いたします。

部活動につきましては練習のみ。練習試合等は禁止といたします。

スポーツ少年団は、まん延防止等重点措置期間中は活動を休止していただきます。

町体育協会は、室内競技につきましては、B&G体育館、穴水小学校体育館、第２体育館等を
使用します。子ども達も使用する施設ですので、子ども達の感染防止をするという観点から活

動を自粛していただくことといたしました。

学校で陽性者が出た場合ですが、保健所の指示に従い、濃厚接触者の判定等がありますので、

指示に従って進めますが、その際に学校全体を休校とするのか、学年閉鎖にするのかは、その

時の判断となりますが、概ね２日間程度休校にしたいと思います。その間に、校舎内の消毒作

業を実施して学校を再開したいと考えています。消毒作業につきましては、現在、週に２回、

シルバー人材センターが定期的に消毒作業を行っています。ただ、今、民間業者がこういう状

況で消毒作業の数が多いですので、確保が難しいところもあります。第１には民間業者に依頼

をしますが、仮に時間がかかるようであればシルバー人材センターに依頼する、人員確保には

我々事務局職員も防護服がありますので何人か出て一緒に校舎内の消毒を行いたいと思いま

す。その後学校を再開したいと思います。休校期間中の中学３年生の学習保障につきましては

オンラインで対応をしたいと考えています。

２月の「立志のつどい」ですが、これにつきましては、式典については行い、外部講師の講演

についてはオンラインで行いたいと思います。

「就学のつどい」につきましては、感染防止の観点から、中止といたしました。

フィットネスジムにつききましは、一度に７人まで、２階のプログラムについては、期間中は

中止といたします。 以上です。

教 育 長 何かございますか。

小 林 委 員 中３のオンライン対応ですが、中１中２は学校へ行くということですか。

事 務 局 長 休校が発生した場合です。１年２年は自主学習です。

（途中省略）

教 育 長 次に２月の行事予定です。

馬渡局参事 （２月行事予定について説明）

教 育 長 その他ございませんか。

では、２月の定例教育委員会の日程です。

（日程調整）



教 育 長 では次回定例教育委員会は、２月２１日（月）午前１０時から行います。

他にありませんか。

全 員 はい

教 育 長 以上、これで定例教育委員会を終わりたいと思います。本日は、ありがとうございました。

以 上
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